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１．はじめに～2024 年度総括

国際社会及び国内において多くの支援が必要とされるなか、2024 年度におけるジャパン・

プラットフォーム（以下、JPF）は、政府から 37 億円、民間から 5.36 億円、その他 1.6 億

円の資金を活用し、加盟 NGO による 143 の事業を支援して参りました。

国際社会では、ガザにおける長びく紛争や、レバノンの複雑な政治・経済状況が依然とし

て多くの人々の人道状況に深刻な影響を与え続けています。こうした状況に対して、JPF 加

盟 NGO はこれらの地域で食料、生活必需品の配布などの緊急支援活動を行いました。ま

た、東南アジア一帯を襲った台風や、バングラデシュの水害、さらにはモザンビークを襲っ

た大型サイクロンに対して被災者支援活動を実施しました。年度末に発生したミャンマー

中部地震においては速やかに活動を開始し、現在も被災者に対する支援を実施しています。

国内では、2024 年 1 月に発生した能登半島地震及び同地域において 9 月に発生した豪雨

によって被災された人々に対し、生活再建を支えるための支援を全力で行っています。

このような国内外における NGO の緊急人道支援活動をより迅速に開始できるよう、JPF

では 2024 年度から事業審査のやり方を全面的に見直し、その改革に着手しました。この改

革により、これまで以上に迅速な支援を開始することが可能になるなど一定の成果が出て

います。2025 年度はこの成果を検証し、NGO による緊急人道支援活動をより効果的なも

のになるよう更なる改善を図っていく所存です。加えて、今一度 JPF の原点に立ち返り、

JPF の支援の意義や事業の在り方を見直し、日本の緊急人道支援を迅速かつ効果的に国内及

び世界に届けるという JPF 本来の役割を果たす改革を更に推進していきます。

国連の推定によれば、紛争や自然災害などで人道支援と保護を必要とする人々は 3 億人

以上に上るとの見方が示されており、国際社会からの継続的な支援の必要性が叫ばれてい

ます。こうしたなか、JPF 加盟 NGO が一刻でも早く、一人でも多くの人々に質の高い人道

支援を届けることは、これまで以上に求められています。

設立から 25 年の節目を迎える 2025 年度、JPF は加盟 NGO、政府、民間企業や一般市民

の方々と密接に連携し、改革の手を緩めることなく、国際社会及び国内における加盟 NGO

の活動を一層強力に支援して参ります。
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２．事業活動報告（総論） 

 

ガザ地区やレバノンでの武力衝突、長期化するウクライナの紛争等により、世界各地では多

くの人々が、食料、水、医療へのアクセス等に困難を抱え、深刻な人道危機に直面している。

また地震や水害等の相次ぐ自然災害により多くの家屋やインフラが破壊され、避難生活を

余儀なくされる人々も増加している。国内では 2024 年 1 月に発生した能登半島地震によ

り、今なお多くの人々が支援を必要としている状況が続いている。 

このように国際社会及び国内において多くの支援の必要性が高まり続けているなか、2024

年度における JPF は、NGO による海外 108 事業、国内 35 事業の計 143 事業を支援した。

政府からの支援金、民間からの寄付金、その他補助金を活用し助成総額は 42 億円以上に上

る。国際社会においては、ガザ地区や情勢変化のあったシリアやレバノンにおける避難民に

対する緊急支援活動の実施に加え、東南アジア一帯を襲った台風 11 号ヤギの被災者支援な

どを展開した。国内においては、2024 年 9 月の集中豪雨により追い打ちをかけられた能登

半島地震の被災者に対する支援を継続的に実施した。 

 

支援の内訳は以下の通り。 
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(１) 海外人道支援活動の概況 

2024 年度に発生した大きな事象としては、ガザ地区におけるイスラエル軍によるハマスへ

の攻撃が激化したことに連動してイエメンのフーシ派による紅海やアラビア海における船

舶襲撃、レバノンのヒズボラとイスラエル軍の間で戦火が交えられたことがあげられる。ロ

シアによるウクライナ侵攻とウクライナによる武力抵抗で戦局は膠着している。2023 年 4

月以来のスーダンでの武力衝突も、終息の見通しが立たない。他方シリアにおいては、12 月

に親子 2 代により 40 年にわたったアサド独裁政権が倒され、状況が一変している。それで

も約 14 年にわたる紛争により国土は荒廃し、引き続き国の再建には多くの時間を要すこと

から人道支援が必要とされている。 

アフガン情勢においては、タリバン政権による不十分な行政サービス等生活状況改善に導

かれず人道支援需要が止まない。これに加え、2023 年 10 月以降パキスタン政府による不法

(undocumented) 滞在外国人の送還計画により、既にパキスタン在住であった 30 万人以上

のアフガン人が、行き場のない人道支援を必要とする帰還民となっている。 

2024 年度は、加盟団体だけにとどまらず、他ステークホルダーと協働で可能性を探ってい

る「支援の現地化」の議論に加え、HDP ネクサス（人道支援から継続しての開発や平和構

築・復興）の視点を取り入れた事業展開の必要性に関する議論が活発化してきた一年でもあ

った。予算の制約や緊急人道支援に特化した支援の強化の必要性にも迫られている状況下

で、今後どのようにそれらを位置づけ・運用していくのか、引き続き JPF として議論を継

続していく。 

 

（表 1）2024 年度海外事業（政府当初予算及び補正予算：2024 年度に事業承認されたもの） 

プログラム 事業数 活動団体数 支援金額（千円） 

アフガニスタン人道危機対応支援 5 4 154,940 

イエメン人道危機対応支援 2 2 70,905 

イラク・シリア人道危機対応支援  16 9 501,008 

ウクライナ人道危機対応支援 5 5 108,248 

エチオピア紛争被災者支援 2 2 64,645 

ガザ人道危機対応支援 4 4 278,000 

スーダン人道危機対応支援 3 3 115,604 

ミャンマー人道危機支援 18 10 473,138 

ミャンマー避難民人道支援 5 5  130,300  

モザンビーク北部人道危機支援 2 2 51,345 

南スーダン難民緊急支援 5 5 126,300  

67 延べ 51 2,074,436 
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（表 2）2024 年度海外事業（民間資金：2024 年度に事業承認されたもの） 

プログラム 事業数 活動団体数 支援金額（千円） 

アフガニスタン人道危機対応支援（政府資金と併用） 3 3 10,661 

イエメン人道危機対応支援（政府資金と併用） 2 2 1,014 

イラク・シリア人道危機対応支援（政府資金と併用） 15 8 8,691 

ウクライナ人道危機対応支援（政府資金と併用） 2 2 3,480 

ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援 1 1 52,707 

ミャンマー避難民人道支援（政府資金と併用） 1 1   483 

南スーダン難民緊急支援（政府資金と併用） 4 4 4,289 

合計  28 延べ 21 81,596 

 

(２) 海外人道支援 新規事象の概況 

 

2024 年度は、新規に 5 つのプログラムを立ち上げた。当初予算緊急準備金 14 億円を活用

したプログラムは「バングラデシュ東部水害被災者支援」、「東南アジア水害被災者支援 2024」

「レバノン緊急人道支援」、「モザンビーク北部サイクロン被災者支援」、「シリア人道危機対

応支援」の 5 プログラムであり、緊急準備金からの拠出が二度あった「ガザ人道危機対応支

援」を加え計 6 プログラムに配分がなされた。 

2024 年度の特徴としては、中東地域におけるイスラエル対反イスラエル周辺国・地域の武

力衝突と、地球温暖化の影響からか東南アジアからインド洋域にかけて大型暴風雨・水害被

害への対応に迫られた。 

2025 年 3 月 28 日に発生したミャンマー中部地震については年度末であったことから、年

度をまたいで民間資金にて対応している。 

 

（表 3）2024 年度海外新規事象への対応（政府資金＆民間資金） 

プログラム 事業数 活動団体数 支援金額（千円） 

ガザ人道危機対応支援 10 8 400,000 

シリア人道危機対応支援 6 6 254,921 

バングラデシュ東部水害被災者支援 8 8 300,000 

モザンビーク北部サイクロン被災者支援 2 2 60,000 

レバノン緊急人道支援 6 6   200,000 

東南アジア水害被災者支援 2024（含:民間資金 1 事業） 8 8 200,000 

合計  40 延べ 38 1,414,921 

※ 2025 年 3 月 31 日時点 
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(３) 国内人道支援活動の概況 

 

2024 年度も、前年度 1 月に発災した石川県能登半島地震における被災に加え、同地で９月

に発生した豪雨災害への対応が主となる１年であった。 

地震による甚大なインフラ面の損壊に加え、半島部という支援のアクセスが困難な被災地

であるため、発災当初より支援の長期化を予測する中、多くの民間寄付や物資支援に加え休

眠預金を活用して、迅速かつ持続的な支援活動が広域にわたり行うことができた。 

特に避難所の運営や長期化する避難生活における入浴を含む衛生支援、被災者のメンタル

ケア、食料支援など被災者の一人一人に寄り添った支援が実現できた。 

また、石川県をはじめとする行政や企業と連携することにより、全ての仮設住宅入居者を対

象とした生活用品の配布や寝具、冬用衣料品、高齢者や障がい者施設への物資提供など、JPF

をハブとしたこれまでにない範囲で支援を広げられた。 

既存の被災地支援においては、2011 年より行っている東日本大震災被災者支援については、

残された課題である広域の避難者支援、被ばくリスクの軽減、地元主体での復興を担う体制

の構築に対しての３年の取組みを行い、地域住民への支援ノウハウの移転やガイドブック

の作成などを行い、プログラムを終了した。 

休眠預金を活用した事業については、2020 年より行っている災害時における民間支援のノ

ウハウ移転と発災時の緊急出動において、能登半島被災者支援にその取組みや資金が有効

に活かされた。特に避難所の運営支援、炊き出し等の食料支援、広域化する避難者に対する

災害ケースマネジメントの実施など、支援面、資金面共にこれまでの準備態勢が多くの被災

者に対して安心と安全を創出することとなった。 

 

（表 4）2024 年度国内事業（2024 年度に事業承認されたもの） 

プログラム  事業数  活動団体数  支援金額（千円）  

令和 6 年能登半島地震被災者支援（地震・豪雨） 21 13 470,950 

東日本大震災被災者支援（福島）  4  4  65,284 

(休眠) 2023 年度国内災害被災者支援 2  2  25,936 

(休眠)発災から復興期を見据えた食料支援体制構築 2 2 33,490 

(休眠)災害時食支援ラストワンマイルへの到達事業 2 2 68,017 

(休眠)支援から取り残される被災者への支援体制強化 4 4 33,539 

(休眠)JPF 事務局事業及びコンソーシアム事業 ― ― 45,018 

合計  35 延べ 27 742,234 

※ 2025 年 3 月 31 日時点 

 

 



特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(認定 NPO 法人) 

2024 年度 事業報告書 

 

8 

(４) JPF の運営概況 

 

JPF では世界各地で頻発する人道危機に迅速かつ的確に対応するため、事業の審査プロセス

を全面的に見直す改革を進めてきた。2023 年度より検討を開始し、2024 年度は新たな審査

プロセスにて事業審査を行った。これにより、従来の手続きに比べて審査から承認までの期

間が短縮されるなど、迅速化の面で一定の成果が認められている。しかしながら、こうした

改善はあくまで第一歩であり、今後もその効果を継続的に検証するとともに、支援の迅速性

と質をさらに高い水準で両立させるため、より一層の努力が求められる。 

また、同年度においては、新しい構成の事業審査委員会体制のもと、各事業の審査に際し、

事業実施団体の主体性及び説明責任の確保に重点が置かれた。専門的な知見を有する外部

委員の意見も適切に取り入れつつ、最終的には、JPF として実施するにふさわしい案件であ

るかどうかを、組織全体の総合的な観点から審査するプロセスが整えられている。これによ

り、JPF 事業としての妥当性が高まり、より透明性のある意思決定が実現されつつある。 

2025 年度もこうした取組みを継続・発展させ、審査体制の改善と充実を目指していく。 

（その他、JPF 事務局内の主要な取組み（各論）については後述） 

 

(５) 資金動向の概要（収支報告書より） 

 

2024 年度、JPF の受取補助金は総額 38 億 9,870 万円となった。内訳は、ODA 資金として

当初予算 30 億円、補正予算 7 億 7,444 万円に加え、休眠預金事業の活動資金 1 億 2,426 万

円である。また、企業や一般の方々からの寄付金等は 2 億 5,477 万円であり、上述の受取補

助金等と合わせて事業活動収入総額は 41 億 7,911 万円となった。 

これに対し、事業費支出は 46 億 6,019 万円、管理費支出は 8,955 万円であり、事業活動支

出は 47 億 5,171 万円となった。これにより 2024 年度の収支差額は▲5 億 7,259 万円とな

り、この差額は前年度に収入として計上した能登半島地震被災者支援の寄付金を 2024 年度

に事業費として支出したことに起因する。 

この結果、前期からの繰越収支差額 19 億 8,248 万円と合わせて当該期末における次期繰越

収支差額は 14 億 750 万円（予算比＋2,228 万円）となった。 
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３．事業活動報告（各論） 

 

(１)海外人道支援国・地域別プログラムの活動報告 

 

① アフガニスタン人道危機対応支援 

実施国 アフガニスタン 予算 165,601,623 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年 9 月～2025 年 9 月 実績 165,601,623 円（政府＋民間） 

実施団体 AAR、ADRA、CWS、JEN 

 

【活動報告】 

2024 年には 2,370 万人（アフガニスタンの人口の半分以上）の人々が人道支援を必要とさ

れていた。アフガニスタンでは国内の経済状況は急激に悪化しており、人々の大規模な移動、

雇用の喪失、所得の減少、負債の増加、収穫期の農業活動の混乱等が生じ、継続した人道支

援が喫緊の課題となっている。また、多発する干ばつ、洪水や、2023 年 10 月に発生した大

規模な地震なども重なり、生命を維持するのに過酷な生活状況が長く続いている。 

2024 年度は、当初予算、補正予算、民間資金を使用して 4 団体が 5 事業を実施し、食料支

援 5,476 人、水衛生 2,520 人、シェルター提供 28 世帯、キャッシュ・フォー・ワークやフ

ード・フォー・ワークのべ 392 人を通じた防災インフラの整備、防災研修 1,131 人、爆発物

教育 8,960 人の裨益を目指して支援活動を継続中である。活動にあたっては積極的に現地

スタッフの登用や育成、現地団体との提携を進め、暫定政権下でもニーズを正確に把握し、

柔軟に対応できた。この他、事業設計時から地域住民を巻き込めたこと、彼らの声を聴きな

がら事業が進められたこと、更には政治的中立性を背景に、中長期的な視野に立ち支援を実

施し、コミュニティとしてのオーナーシップを醸成できつつあることが大きな成果として

挙げられる 

 

② イエメン人道危機対応支援 

実施国 イエメン 予算 71,919,471 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年５月～2025 年 5 月 実績 71,919,471 円（政府＋民間） 

実施団体 ACCEPT、ADRA 

 

【活動報告】 

2024 年度は、人口の半数以上に当たる 1,820 万人が人道支援を必要とすると分析されてい

た。その中で JPF イエメンワーキンググループ（WG）・イエメン人道危機対応支援プログ
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ラムとして、2024 年度の国連人道問題調整事務所（UNOCHA）の人道支援計画(HRP: 

Humanitarian Response Plan)に呼応する形で「マルチセクターからのライフセービング（命

を守るための支援）」、「脆弱な人々のレジリエンスや持続可能性を高めていくための基礎的

なサービスへのアクセス向上」、そして「最も脆弱な人々の保護と尊厳の向上」に特に注力

していくこととした。ACCEPT が 2023 年度当初予算チャレンジ枠ならびに 2023 年度補

正予算により、戦闘の前線地の一つであるマアリブ県において、マアリブ市内の 70 世帯及

び世帯主が心身に障害を抱えているがために生活再建に立ち上がれないマアリブ市郊外の

200 世帯を対象に、生計維持及び生活再建の学びための研修受講を条件に月 120 米ドル相

当の現金給付を 6 か月(各 5 回)に渡り給付し、生きる上で最低限必要な栄養の摂取と生活

維持・再建支援を実施している。ADRA は 2023 年度補正及び 2024 年度当初予算によりイ

エメン南部のラヘジュ県及びアブヤン県の過去に農業経験のある約 100 世帯を対象に、灌

漑施設修復や収穫した農作物の販路確保のための研修実施などを通じ農業の再開・復興を

支援することで裨益者の食料安全保障の強化と戦時下ながらも地域経済の再興を支援して

いる。 

 

③ イラク・シリア人道危機対応支援 

実施国 
イラク、シリア、ト

ルコ、レバノン 
予算 

当初：457,800,000 円 

うち、イラク：60,000,000 円 

うち、シリア：210,000,000 円 

うち、トルコ：90,000,000 円 

うち、レバノン：90,000,000 円 

うち、事務局評価事業：7,800,000 円 

補正：43,208,846 円（イラク） 

民間；7,173,004 円 

実施期間 
2024 年 5 月～2025

年 4 月現在実施中 
実績 

当初：457,800,000 円 

うち、イラク：60,000,000 円 

うち、シリア：210,000,000 円 

うち、トルコ：90,000,000 円 

うち、レバノン：90,000,000 円 

うち、事務局評価事業：7,800,000 円 

補正：43,208,846 円（イラク） 

民間；7,173,004 円 

実施団体 AAR、CCP、IVY、PARCIC、PW、REALs、SCJ、WVJ、JPF 

 

【活動報告】 
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シリア危機は発生から 13 年を経過しても収束の兆しは見えず、2024 年度は国内で約 1,530

万人が人道支援を必要とするに至った。体制派、反体制勢力、クルド人勢力、ISIL 等の国内

諸勢力に加え、ロシア、トルコ、イラン、欧米諸国等の複数の国際アクターが関与し、情勢

は極めて複雑かつ流動的であった。レバノンでは、シリア難民の大規模受け入れに加え、長

年の政治的停滞と財政破綻、ならびにヒズボラとイスラエル間の武力衝突の影響により、人

口の過半数が人道支援に依存している状況である。トルコにおいては、2023 年 2 月の南東

部地震による甚大な被害を背景に、難民および自国民合わせて約 750 万人が支援を必要と

している。イラクでは、2017 年の ISIL 支配地域からの解放以降、避難民の帰還およびシリ

ア難民の受け入れが進展する一方、社会インフラの復旧は依然として不十分であり、約 300

万人が人道支援を要する状況が継続している。 

このような状況下において、JPF の加盟団体は、①生命維持を目的とした緊急支援、②女性

および子どもの保護、③避難生活の長期化を見据えた生活再建およびレジリエンス強化に

重点的に取り組んだ。職業訓練の支援では、読み書きや計算及び職業技術を習得したことで

起業や就職を後押しし、農牧畜業再開支援裨益者とともに毎月 100～358 ドルの収入向上に

貢献していることも大きな成果である。食料や物資配布の支援においても、支援後２～３か

月の経済的不安を緩和し、家計の逼迫度合いを改善させたり、避難生活のストレスに対して

メンタルヘルス改善の支援強化を図ったりするなど復興・再建へ向けた成果を上げている。 

 

④ ウクライナ人道危機対応支援 

実施国 ウクライナ 予算 111,728,521 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年 11 月～2026 年 1 月 実績 111,728,521 円（政府＋民間） 

実施団体 GNJP、ADRA Japan、JPF、OBJ(チャレンジ枠)、FL(チャレンジ枠) 

 

【活動報告】 

2022 年 2 月にロシアによるウクライナ侵攻が開始されて以来、ウクライナ国内では武力衝

突が継続しており、戦闘員及び非戦闘員のみならず民間人が避難する施設等も攻撃の対象

となり、多数の死傷者を出している。国連の調査によると、2024 年 4 月現在、ウクライナ

全土で国内避難民は 370 万人1に上る。2023 年 9 月以降、人数に大きな変化はないが、その

大多数が 2 年以上の避難生活を続けている。特にウクライナ東部及び南部では現在も激し

い地上戦が続き、食料や医薬品などの人道支援を必要としている。このような状況下におい

て、外務省はウクライナ全土を「レベル 4：退避及び渡航中止」と定めており、現地での事

業実施にあたっては邦人職員の入域が不可能であるため、現地提携団体を活用し、本邦及び

ウクライナ周辺国から遠隔で事業を実施する状況にある。本プログラムでは、2022 年 4 月

 
1 IOM Ukraine Internal Displacement Report: General Population Survey Round 19 
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から 2025 年 3 月までの３年間において、加盟 NGO17 団体（JPF 含む）が合計 69 事業を

実施しており総事業費は約 57 億円、総裨益者数は約 98 万人以上となっている。支援セク

ターは、生命維持にかかる現金給付、食料・NFI の配布、心理社会支援（心理的応急処置、

メンタルヘルス等）、保健医療（医療施設への医療品や機材の提供）、越冬支援（燃料・暖房

器具提供）、シェルター支援、保護（児童保護、性的搾取・ハラスメントからの保護）等、

多岐にわたる。 

2024 年度は、前線に近い東部、南部を対象とした現金給付事業及び東部ハルキウ州を対象

とした現金給付及び心理社会支援事業を実施している。両事業ともに、女性、高齢者、障害

者、慢性疾患を有する人々等、脆弱層（約 2,300 人）を対象とし、長期化する戦争下での避

難民の生活や心理面でのサポートに尽力した。  

 

⑤ エチオピア紛争被災者支援 

 

【活動報告】 

エチオピアでは、2022 年の停戦合意後もティグライ人民解放戦線（TPLF）内部の権力闘争

やアムハラ州の民兵活動の活発化により、北部地域の治安悪化が再燃している。2024 年に

は人道支援を必要とする人口が約 2,140 万人にのぼる中、支援が届いたのは約 1,280 万人に

とどまり、依然として深刻な人道危機が継続している。こうした情勢下、2024 年度の JPF

エチオピア紛争被災者支援プログラムは、現地における生命維持と自立支援に貢献する重

要な取組みとして 2 団体が、水衛生と食料支援を統合的に展開し、紛争被災者の喫緊の栄

養状態と水衛生環境の改善を図った。ADRA は、アファール州で国内避難民 1,500 人に対

し食料を配給し、5,800 人に対して給水施設修繕、トイレ設置、水衛生用品・月経衛生管理

キットの提供を実施した。GNJP は、畜産支援により 560 世帯の生計回復を支援し、そのう

ち約 80%の世帯で所得を 20%以上向上させた。さらに、2,800 世帯が貯蓄信用組合を通じ

て金融サービスにアクセスできるようになり、裨益世帯の生計及び地域経済の再建に貢献

した。いずれの事業も、短期的な物資支援に留まらず、裨益者が事業終了後も自立できるよ

う現地行政との連携を確保するよう設計されており、持続可能なレジリエンス強化を重視

した点が特徴である。 

こうした支援は未だ治安が安定していない一方著しく関心の低い当地において若者の過激

化防止にも寄与するなど平和構築にも貢献しており、国際的にも高く評価され、日本のプレ

ゼンス向上にも寄与している。 

 

実施国 エチオピア 予算 64,645,470 円 

実施期間 2024 年 5 月～2025 年 6 月 実績 64,645,470 円 

実施団体 ADRA Japan、GNJP 
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⑥ スーダン人道危機対応支援 

実施国 スーダン、南スーダン 予算 

115,604,007 円 

うち、スーダン：64,255,800 円 

うち、南スーダン：51,348,207 円 

実施期間 2024 年 5 月～2025 年 5 月 実績 

115,604,007 円 

うち、スーダン：64,255,800 円 

うち、南スーダン：51,348,207 円 

実施団体 PLAN、PW、WVJ 

 

【活動報告】 

国際移住機関(International Organization for Migration, IOM)が「世界最大の避難民危機」

と呼んでいるスーダンでは、2025 年 3 月時点で国内避難民の数が 1130 万人を上回ってい

る2。スーダン国軍(Sudanese Armed Force: SAF)と即応支援部隊(Rapid Support Force: RSF)

の武力衝突は、勃発から 2 年が経過した 2025 年 4 月現在まで武力衝突が続いている。2025

年 1 月に SAF がゲジーラ州の州都ワド・メダニを掌握したことをきっかけに、SAF が攻勢

を強めている。2025 年 3 月には、武力衝突直後から RSF の支配地域下にあった首都ハルツ

ームの大統領官邸が SAF によって制圧され、情勢が大きく変化した。ゲジーラ州やセンナ

ール州等一部の州では避難民の帰還が報告されており、避難民と帰還民の双方への支援が

求められている。また、周辺国に避難した人々の数は 2025 年 4 月現在、382 万人を超えて

いる。南スーダンに逃れた人々の大半は、もともとは南スーダンからスーダンに逃れていた

難民であり、スーダンの武力衝突をきっかけに南スーダンに帰還した。南スーダンに逃れた

人々への支援は 4 億米ドル以上が必要とされているが、資金充足率はいずれの分野も 10%

未満であり、人道ニーズに十分に応えきれていない現状がある3。 

22024 年度の当プログラムではスーダンにおいて 2 団体 2 事業が、南スーダンでは 1 団体

1 事業が実施された。スーダンでは食料・給水衛生支援(計 4,000 人)、給水衛生支援 (計

4,500 人) を、南スーダンでは衛生支援(計 14,000 人)を実施している。膨大なニーズに鑑

み、継続的な支援が求められている。 

 

⑦ ミャンマー人道危機支援 

実施国 ミャンマー、タイ 予算 473,138,902 円 

実施期間 2024 年 10 月～2026 年 3 月 実績 473,138,902 円 

 
2 IOM, Two Years of Conflict in Sudan: Visualizing the World's Largest Displacement Crisis, issued on 15 April 2025. 
3 Refugee Funding Tracker, Inter-Agency Financial Portal for Refugee Response Plans, accessed on 18 April 2025. 
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実施団体 
AAR、ADRA、CWS、JPF、PARCIC、PW、SCJ、SVA、WVJ 

SEEDS(チャレンジ枠) 

 

【活動報告】 

2021 年 2 月のクーデターにより 3 年が経過し、ミャンマーでは政治・経済・社会はさらに

混迷を深め、人道支援が必要な人数は 2024 年には 1,860 万人になると推定された。政変に

より家を追われ、戦火を逃れたミャンマーの人々の脆弱性に配慮しながら、彼らが生き抜く

ことに必要な支援を行い、自力で立ち直る力を強化する支援を行った。また、2024 年 3 月

現在で、隣国タイへの避難民は 95,413 人に上った。長期化が予想される避難生活において、

食料、住居、教育等の基本的なニーズにアクセスを確保する人道支援を実施した。2024 年

度は、当初予算と補正予算を使用して 10 団体が 18 事業を実施し、食料支援 19,968 人、物

資配布・シェルター支援 12,987 人、現金給付 2,700 人、教育支援 18,427 人、水・衛生支援

3,220 人、生計支援 682 人、栄養支援 1480 人、保護・心理社会的支援 12,470 人の裨益を目

指して活動中である。 

 

⑧ ミャンマー避難民人道支援 

実施国 バングラデシュ 予算 130,783,336 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年 10 月～2025 年 12 月 実績 130,783,336 円（政府＋民間） 

実施団体 PLAN、PW、SCJ、WVJ、JPF 

 

【活動報告】 

2017 年 8 月の避難民の大規模な流入から 8 年近くが経過するも、2025 年４月時点で避難

民約 100 万人以上の人々が「ミャンマー避難民」として登録し、主にバングラデシュ南東

部のコックスバザール県に避難している。避難民キャンプでは、新たな避難民の流入による

過密化が進み、水や電気などのインフラ不足、不衛生な住環境、女性や子どもへの暴力など、

様々な問題が深刻化している。同時に、コックスバザールはバングラデシュ国内で最も貧し

い地域の一つであり、避難民を受け入れるホストコミュニティへの負担は地域行政や住民

の生活に影響を及ぼしている。長期化するロヒンギャ避難民に対する国際的支援は減少傾

向にあるが、2017 年から長期にわたり現地に寄り添う支援を実施してきた JPF 加盟団体に

よる役割は大きく、これまで教育、保健・医療、給水・衛生、シェルター、保護、生計向上

等の分野で支援を継続している 

2024 年度、本プログラムでは JPF 評価事業を含めて５団体による事業が実施され、避難民

キャンプとホストコミュニティの双方を対象とした保健・医療、給水・衛生（約 2 万人）、

教育（約 1,000 人）、シェルター、保護・心理社会的支援（約 3,000 人）の分野を中心に支

援した。 
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⑨ モザンビーク北部人道危機対応支援 

実施国 モザンビーク 予算 51,345,204 円 

実施期間 2024 年 5 月～2025 年 5 月 実績 51,345,204 円 

実施団体 GNJP、PW 

 

【活動報告】 

Humanitarian Needs and Response Plan Mozambique 2025（HNRP2025）において、支援

対象とされている人々は 110 万人(前年比約 20 万人減)とされており、これらの支援には

3.5 億米ドルもの資金が必要とされている4。カーボ・デルガード州において最も支援を必要

としている分野は食料・生計支援であり5、同州ではモンテプエス郡を除いた州全域が総合

的食料安全保障レベル分類(IPC)における IPC フェーズ 3(急性食料不安レベル)以上に直面

しているとされる6。2024 年の人道支援における資金獲得状況をみても、食料・生計支援に

約 1 億 7,260 万米ドルを必要としているところ、そのわずか 41.6%にあたる約 7,185 万米

ドルの調達のみにとどまっている7。2024 年度の本プログラムは 2 団体 2 事業が実施されて

いる。農業・生計支援活動(計 1,500 人)や漁業・生計支援活動(計 200 人) 、居住環境の修

繕・整備(計 2,000 人)に加え、生計支援物資配布(計 2,000 人)及び生計支援活動(計 500 人)

を実施中である。生計支援活動では会計研修や販促研修等を活動に組み入れたことで、裨益

者のレジリエンス向上に寄与している。圧倒的な支援不足のなか、HNRP2025 では、食料

不足に直面している人々に対して農業や畜産、漁業などの生計支援と食料安全保障の双方

に資する支援の拡充を掲げているが、2024 年度に本プログラムにて実施した事業は、まさ

しくこの方針に合致するものである。 

 

⑩ 南スーダン難民緊急支援 

実施国 南スーダン、エチオピア 予算 130,588,720 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年 5 月～2025 年 5 月 実績 130,588,720 円（政府＋民間） 

実施団体 GNJP、PW、REALs、SCJ、JPF 

 

【活動報告】 

大統領派と第一副大統領派との衝突が激しさを増し、戦闘はジュバ近郊にまで迫り、第一副

 
4 Mozambique: Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024) 

5 Mozambique: Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024) 

6 IPC, IPC Mapping Tool, accessed on 28 April 2025. 

7 FTS, Mozambique Humanitarian Needs and Response Plan 2024, accessed on 28 April 2025. 
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大統領の拘束も相まって、南スーダンの情勢は悪化傾向にある。2025 年も人道危機の改善

は見込まれていない。人道支援を必要とする人は約 930 万人8に達し、国内避難民も約 261

万人9と国民の 5 人に 1 人を超える。避難の主因は洪水、地域間紛争、国家間紛争である。

さらに、隣国スーダンの紛争により約 93 万人10が帰還し、2025 年度はさらに 33.7 万人の

流入が見込まれている11。2025 年の南スーダン人道対応計画(South Sudan Humanitarian 

Needs and Response Plan: SSHRP)によると、食料安全保障や保健、保護、給水衛生分野で

高い支援ニーズがあるが12、資金不足が深刻で、必要額に対する充足率は多くの分野で 20％

を下回っている13。2024 年度は JPF 評価事業を含めて 5 団体 5 事業を展開している。3 事

業が南スーダンで、1 事業がエチオピアで、1 事業(事務局による評価事業)は南スーダンと

エチオピアの両国にて実施している。南スーダンでは農業・生計向上支援(計 1,400 人)、紛

争予防・平和構築 (計 662 人) 、保護 (計 2,000 人)を、エチオピアでは畜産・養蜂と紛争

予防・平和構築支援 (計 2,250 人) を実施している。いずれの事業も、事業の成果が当該事

業終了後も持続するように、中長期的な目線からレジリエンス強化に資する事業を実施し

ている。 

 

(２)海外人道支援 新規事象への活動報告 

 

① ガザ人道危機対応支援 

実施国 パレスチナ ガザ地区 予算 678,000,000 円 

実施期間 2024 年 9 月～2025 年４月 実績 678,000,000 円 

実施団体 PARCIC、REALs、ACCEPT、CCP、FL、PW、GNJP、NICCO 

 

【活動報告】 

2024 年度は、ガザでの長期化する避難生活に対し、2023 年度（令和 5 年度）の政府緊急拠

出による 6 団体 6 事業によって人道支援が継続して実施された。2024 年度に入って漸くヨ

ルダンを搬入元とした調達ルートを確保し、2024 年夏ごろから秋にかけてほとんどの団体

が計画通りの物資配布を完了することができた（20 万人以上）。同時に井戸から汲み上げた

水の供給（35 万人以上）、また、子どもを中心に戦時下、繰り返しの避難生活で疲弊したガ

 
8 OCHA, South Sudan: Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024), December 16 2024 
9 IOM,Event Tracking: Displacement and Return, accessed on April 20 2025 
10 IOM, Event Tracking: Displacement and Return, accessed on April 20 2025 
11 OCHA, South Sudan: Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024), December 16 2024 

12 OCHA, South Sudan: Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024), December 16 2024 

13 FTS, South Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2025, accessed on April 20 2025 
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ザ地区住民への心理社会的支援（4 万人以上）は 2024 年度を通じて継続して実施し、その

他水衛生環境改善や医薬品供給など、計約 78 万人に緊急人道支援を届けることができた。 

国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）避難所関係者からは、「給水支援において日

本の NGO は避難所の運営側と給水業者両方から受領証を取り付ける等、実施方法はベス

トプラクティスとして他団体のモデルとなっている」との声や、裨益者からも、「日本の

NGO の支援は他国の支援に比べ、受益者に対して現地文化尊重に基づく頻繁できめ細やか

なヒアリングや情報共有の上実施され高い評価を受けている」といった声が聞かれ、JPF 加

盟団体の活躍が確認されている。 

上述の 2023 年度政府緊急拠出に加え、2024 年度には当初予算緊急準備金が二度（①6 月に

3 億円、②12 月に 1 億円）に渡って計 4 億円配分され 8 団体により 10 事業が実施された。

イスラエル軍によるハマス掃討作戦に拍車がかかり、住民は北中部から南部へ、その後南部

から中部へ、2025 年 1 月 19 日から一時的な停戦に入った際はさらに北部への避難、帰還

等、右往左往振り回され、住民は心身ともに疲弊した状態になっている。人々はガザ地区外

へ逃れるという選択肢も奪われている中、停戦期間中のみ比較的十分な物資流入があった

ものの、それ以外は飢餓に直面するほどの逼迫した状態が続いている。上述 78 万人に加え、

2024 年度を通じて食料配布（16 万人以上）、衛生用品等生活物資（2 万人以上）、飲料水（1

万 6 千人以上）、心理社会的支援（1 万 4 千人以上）、基礎教育（400 人）など計 20 万人（合

計 98 万人）以上へ人道支援を届けることができた。加えて 2024 年度補正予算により 4 団

体 4 事業が実施中である。 

 

② バングラデシュ東部水害被災者支援 

実施国 バングラデシュ 予算 300,000,000 円 

実施期間 2024 年 9 月～2024 年 10 月 実績 300,000,000 円 

実施団体 GNJP、SN、JAFS、JISP、MdMJ、IVY、JADE、PW 

 

【活動報告】  

モンスーン発生に伴う豪雨やインド上流からの河川への放水を受け、2024 年 8 月 20 日以

降、バングラデシュ東部を中心とした複数地域において、大規模水害が発生した。同水害を

受け、同国東部及び南東部において、およそ 580 万人が被災した。これを受け、JPF は、

2024 年 8 月 28 日、加盟 NGO グッドネーバーズ・ジャパン（GNJP）による緊急支援＆現

地ニーズ調査を決定した。その後 9 月 2 日に本プログラムを立ち上げ、緊急医療、食料、給

水、生活必需品（NFI）の支援を実施した。いずれの団体も、現地提携団体と連携して事業

を実施したが、それぞれの提携団体が地元行政やコミュニティリーダーとのネットワーク

や信頼関係をすでに構築しており、これらの既存ネットワークと知見を活用することによ

り、支援実施に必要な承認や、支援が必要な地域の情報を迅速に得られるなど、多くの柔軟
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な対応につながった。これにより本プログラムでは、計 8 事業を通じ、延べ約 17 万人以上

が裨益した。また、緊急支援ではあるものの、物資配布や簡易シェルター設置などの活動へ

のボランティアの積極的参加や、医療キャンプから現地病院への照会を実施するといった、

既存のシステムへの橋渡しが行われた例も確認された。さらに、提携団体が支援金を募り、

少なくとも 2024 年末までは支援が継続できるよう取り組んだ事例など、コミュニティ及び

裨益者に何らかの持続的な効果を生む可能性が確認できる支援も実施された。 

 

③ 東南アジア水害被災者支援 2024 

実施国 ラオス、ミャンマー 予算 200,000,000 円（政府＋民間） 

実施期間 2024 年 10 月～2025 年 6 月 実績 200,000,000 円（政府＋民間） 

実施団体 SVA、PARCIC、PLAN、PW、WVJ、SCJ、ADRA、AAR 

   

【活動報告】 

2024 年 9 月７日、猛烈な勢力に発達した台風 11 号（アジア名：ヤギ）が南シナ海から上陸

し東南アジア各国にて甚大な被害をもたらした。UNICEF が実施したニーズ調査によると、

ベトナム、ミャンマー、ラオス、タイの４か国において合計 560 万人以上が洪水や土砂崩

れ等による直接的な被害を受け、すでに食料不安や栄養不足、適切な衛生環境、医療、教育、

安全な住居へのアクセスの不足が指摘され、脆弱性及び人道支援へのニーズが非常に高い

と見られていた地域において、大規模な田んぼ・家屋・インフラ・医療施設等の損壊が起き

たことで、住居や食料、衛生的な水や環境の確保における早急な支援が必要となった。 

上記を受け、ミャンマー、ラオスの 2 か国にて計 8 団体が、食料・NFI 配布、現金給付、衛

生改善・給水支援、シェルター支援の分野にわたり最長で 2025 年 6 月まで事業を実施する。

2025 年 5 月現在、延べ５万人以上が裨益している。  

 

④ レバノン緊急人道支援 

実施国 レバノン 予算 200,000,000 円 

実施期間 2024 年 12 月～2025 年 8 月 実績 200,000,000 円 

実施団体 CCP、GNJP、PW、PARCIC、AAR、WVJ 

 

【活動報告】 

2024 年秋から、レバノン南部におけるイスラエル軍とヒズボラの武力衝突により、国内避

難民の急増とインフラ破壊が深刻化した。国連人道問題調整事務所(OCHA)によれば、JPF

が出動を決めた 2024 年 12 月現在で約 20 万人が避難、16,000 人以上が負傷、4,000 人以上

が死亡、水・衛生施設 40 ヶ所と医療施設 36 ヶ所が機能を喪失し、約 100 万人が食料支援
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を必要とする人道危機が発生した。こうした緊急事態に対応すべく、JPF はレバノン緊急人

道支援プログラムを開始し、6 団体による迅速かつ的確な支援を実施した。本支援では、合

計約 51,000 人以上に対して、食料・衛生用品・暖房用灯油の提供を通じて、命を守る支援

を展開した。CCP は 20,000 人に食料パッケージを提供し、PARCIC は 7,500 人に食料と衛

生用品を配付した。PW は 6,730 人、WVJ は 12,750 人、AAR は 2,000 人に 1 か月分の食料

を届け、GNJP は 8,150 人に食料と灯油チケットを支給した。配付内容や対象地域と裨益者

の選定は現地セクター基準に準拠しつつ現地調達による迅速な物資調達と複数地域で広範

にわたるニーズに即した支援を実現した。事前調査、行政や国際機関との連携、現地提携団

体との協働を通じた緊急支援としての実効性と透明性を両立した点やモニタリング体制の

確保、危機下においても多くの命と尊厳を守り抜いた具体的成果が高く評価されている。 

 

⑤ モザンビーク北部サイクロン被災者支援 

実施国 モザンビーク 予算 60,000,000 円 

実施期間 2025 年 1 月～2025 年 10 月  実績 60,000,000 円 

実施団体 PW、GNJP 

 

【活動報告】 

2024 年 12 月 15 日にモザンビーク北部に上陸したサイクロン・チドは、カーボ・デルガー

ド州、ナンプラ州、ニアッサ州の北部 3 州を襲った。国連人道問題調整事務所(OCHA)によ

ると、45.4 万人が影響を受け、32 万人を支援対象として、約 8,800 万米ドルの支援が必要

であるとされている。支援ニーズの大きな分野は、食料・生計支援、給水衛生支援、シェル

ター・NFI の順番である。2024 年 12 月に緊急初動調査が実施され、2025 年 1 月 22 日に

本プログラムが立ち上がった。本プログラムでは 2 団体 2 事業が実施されている。医療施

設(計 9 施設)や教育施設(計 2 施設)の修繕、給水支援(給水施設 12 基)、防災啓発活動(計

2,040 人)を実施中である。本プログラムの対象地域は毎年サイクロン被害を被っているこ

とから、緊急支援ながらも現地のレジリエンス強化も考慮した事業を実施している。 

 

⑥ シリア人道危機対応支援 

実施国 シリア 予算 254,921,109 円 

実施期間 

2025 年 2 月～2025 年 8 月 

（4 月以降、令和 7 年度当初予算

下プログラムに引き継がれる） 

実績 254,921,109 円 

実施団体 AAR、PARCIC、PW、IVY、ACCEPT、GNJP 

 



特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(認定 NPO 法人) 

2024 年度 事業報告書 

 

20 

【活動報告】 

2024 年 12 月 8 日アサド政権が崩壊し、それまでシリア北西部を掌握していたシャーム解

放機構（HTS）を中心とする反政府勢力が暫定政権としてアサド政権の空白を埋める形とな

った。それにより周辺国から 20 万人以上が帰国し、またアサド政権崩壊以前から 700 万人

を超える国内避難民が存在したが新たに 110 万人以上の国内避難民が発生した。14 年に及

ぶ内戦状態により社会経済インフラや住宅は破壊され、新政権は行政サービスを提供でき

るような状況には程遠いため、シリアでは人道危機に拍車がかかった。これを受け、イラク・

シリア WG のメンバーは新たにシリア国内支援に注力した支援の必要性を訴える関心表明

を JPF 事務局に提出し、緊急準備金が 2 回に分けて（1 回目：1 億 5 千万円、2 回目：1 億

492 万 1,109 円）リリースされ、本プログラムが立ち上げられた。それにより上記 6 団体 6

事業により食料を 8 万人以上に、衛生用品等生活物資を 1 万 8 千人以上に届ける計画にて

2025 年３月末より実施中である。
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(３)国内人道支援の活動報告 

① 能登半島地震被災者対応支援 

実施エリア 石川県能登半島地域 予算 510,000,000 円 

実施期間 2024 年 4 月～2025 年 3 月 実績 470,950,196 円 

実施団体 
2HJ、AAR、ADRA、BHN、GNJP、JCSA、JISP、KCM、PARCIC、PBV、 

PW、RJP、Vnet 

 

【活動報告】 

発災から３か月が経過した能登半島地震被災者支援においては、電気水道などのインフラ

の損壊が激しく、昨年度から引き続き、在宅を含む避難生活者への食料支援、衛生支援など

の初動的対応を継続しながらも、徐々に進む仮設住宅等への入居、心のケアや生活再建支援

など被災地や被災者の復興に資する支援活動を行った。 

９月には地震被災地でもある奥能登地域で水害が発生し、新たな被災者が生まれたが、既存

の地震対応プログラムに水害対応を含めることで、この複合化した災害に対し迅速かつ切

れ目ない支援を行い、被災者のだれ一人取り残さない支援活動を継続した。 

石川県と協力して行った仮設住宅入居者への生活用品支援においては、みなしを含む仮設

住宅すべてを対象とした支援を行うことが出来、被害が大きい奥能登地域のみならず、避難

先とされる県内すべての市町村で支援が実施できた。 

 

② 東日本大震災被災者支援 

実施エリア 福島県浜通り等 予算 80,000,000 円 

実施期間 2024 年 4 月～2025 年 3 月 実績 65,284,000 円 

実施団体 AAR、PW、TARACHINE、JPF 

 

【活動報告】 

2019 年度に実施した評価活動で専門家から挙げられた「福島に残された 3 つの課題」への

対応を 3 か年で実施する最終年度となった。 

長期化する福島の復旧・復興に向けて、本プログラムでは、これまでの支援の知見などを地

元の団体などに引き継ぐことを目指し、県内避難者、帰還者、広域避難者を支援する取組み

を継続実施し、地元行政や活動団体に支援の引継ぎ、または実施加盟団体自体が継続支援を

行う形となった。JPF ではこれまでの支援における知見などを広く共有することで、今後の

福島の復興に貢献したいと考える。 
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③ （休眠預金）2023 年度国内災害被災者支援（2020 年緊急出動資金） 

実施エリア 石川県能登半島地域等 予算 32,000,000 円 

実施期間 2023 年 7 月～2025 年 7 月 実績 25,936,000 円 

実施団体 PBV、ワンファミリー仙台 

 

【活動報告】 

本事業は、2023 年に発災した太平洋岸から九州地方、北陸、秋田県に至る豪雨災害に対応

した事業であったが、2024 年 1 月に発災した能登半島地震にも用途を適用し、避難所支援、

災害ケースマネジメントの同地での支援を行った。 

結果として、発災直後の 1 月 2 日には被災地での支援活動を展開でき、主に不足する避難

所運営支援者の支援や、避難所運営支援、在宅被災者への食料支援などに加え、1 次、1.5 次

避難者の誘導や相談対応など、混乱する被災地でそれまで培ったノウハウやその移転方法

などにより、限られた現地での支援資源を有効化することが出来た。 

 

④ （休眠預金）災害時食料支援（2021 年度通常枠） 

実施エリア 西日本地域（中国、四国、九州） 予算 43,000,000 円 

実施期間 2024 年 3 月～2025 年 3 月 実績 33,490,000 円 

実施団体 ２HJ、全国フードバンク推進協議会 

 

【活動報告】 

本事業は、2021 年度から 3 年間行っている災害時の食の支援に関わる災害対応準備事業で

ある。災害リスクの高い西日本地域において、被災者、特に避難所などへの避難が困難な層

に対して、食料を配布するためのインフラ整備を行う取組みである。これまで災害支援の経

験のあるフードバンク団体の知見を、上記地域の団体へ共有・移転することを目的としてい

る。 後述の連携事業である「発災から復興期を見据えた食料支援体制構築」において、こ

の取組みでつくられた発災直後からの支援団体間の連携手法により、この取組みの災害対

応準備としての成果が示すことが出来た。さらに、これらの実際の支援の経験やこれまでと

違う社会環境などを考慮した災害時の支援団体における支援実施ガイドブックを作成した

ことにより、今後の災害支援における食料支援の増加を図ることができた。 

 

⑤ （休眠預金）発災から復興期を見据えた食料支援体制構築（2021 年度通常枠） 

実施エリア 石川県能登半島地域等 予算 68,017,000 円 

実施期間 2022 年 2 月～2025 年 3 月 実績 68,017,000 円 
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実施団体 ２HJ、全国フードバンク推進協議会 

 

【活動報告】 

本事業は、前述の災害時食料支援（2021 年度通常枠）の関連事業として、2021 年度からの

3 年間の食の支援に関する災害対応準備期間中の発災事象への対応した事業。 

災害対応準備として、主に西日本地域の支援団体に対して、災害時の食の支援ノウハウを移

転してきたが、発災により、そのノウハウを災害に適用することとなった。 

結果として発災直後の炊き出し等の支援に加え、長期化する避難生活、物流インフラ回復に

時間がかかる事や、生活再建に経済的不安を覚える被災者の発生などを考慮し、奥能登と中

能登に食料支援の物流拠点を作り、被災地外からの物資支援や、被災地内の困窮される方へ

の食料支援拠点整備を行うことができた。 

 

⑥ （休眠預金）支援から取り残される被災者の支援体制強化（2023 年度通常枠） 

実施エリア 関西・東海・北陸地域中心 予算 48,000,000 円 

実施期間 2024 年 3 月～2027 年 3 月 実績 33,359,000 円 

実施団体 SEEDS、地球市民の会、ながのこどもの城、ワンファミリー仙台 

 

【活動報告】 

本事業は、JPF の災害対応準備事業として発災時に支援から取り残される可能性が高い、い

わゆる災害脆弱層と呼ばれるこどもや女性、外国人や高齢者などに対する支援ノウハウを、

主に関西・東海地域の団体に移転する 3 年間の取組みの 1 年目である。 

未就学児、就学児、外国人、生活困窮者に関わる災害支援のノウハウを持つ団体を選定し、

対象地域において当該地の団体や地域住民に対してノウハウ移転を開始している。 

ノウハウ移転地域は、本事業に先立ち 2020 年から 2023 年度末まで実施した西日本地域（中

国、四国、九州）から、南海トラフや東南海地震、また能登半島における地震に対応するた

め本事業の対象地として選定した。 

 

⑦ （休眠預金）災害に対応できる民間支援団体の増加と基盤強化事業 

実施エリア 
全国（近年の発災地、または将来そ

のリスクが高い地域に重点） 
予算 13,000,000 円 

実施期間 2024 年８月～2027 年 3 月 実績 6,073,983 円 

支援対象実

施団体 

JRC、PARCIC、tasukeai、Vnet、さいわい、新潟県フードバンク推進協議

会、能登町定住促進協議会、ひのくにスマイルプロジェクト 
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【活動報告】 

本事業は、不足する民間災害支援団体の増加を目指し、今後災害支援活動を拡大又は着手し

ていく予定の団体に対して、休眠預金をはじめとした助成金や民間資金の活用ができるよ

うになるためのガバナンス・コンプライアンスの体制整備や発災時に迅速な支援活動を行

うための事業計画案の策定、評価できる体制を最長 3 年かけて整備する支援を行う（団体

への資金助成はない）。 

本事業を通じ、災害支援を迅速に行える団体を増やしながら、日常においても様々なリスク

に対応できる民間非営利団体を育成している。 

 

⑧ （休眠預金）アウトリーチ手法による外国ルーツ住民の自立支援 

  （日本国際交流センターとのコンソーシアム事業） 

実施エリア 全国 予算 5,400,000 円 

実施期間 2023 年 4 月～2026 年 3 月 実績 5,400,000 円 

実施団体 
IKUNO 多文化フラット、SVA、移住者と連帯する全国ネットワーク、名古

屋難民支援室、日本国際社会事業団 

 

【活動報告】 

本事業は、公益財団法人日本国際交流センターとのコンソーシアム事業として、国内におい

て言語や文化の違い、セーフティーネットの脆弱性などにより自立した生活を送ることが

困難な外国ルーツ住民に対する支援ノウハウを構築する、2022 年度からの 3 年度事業の 2

年目となる。東日本大震災の時よりも約 1.5 倍の外国ルーツ住民が国内には居住し、JPF と

しては、能登半島の地震においても発生した外国人住民の被災者に対する支援ノウハウを

蓄積するために本事業に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 



特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(認定 NPO 法人) 

2024 年度 事業報告書 

 

25 

４．事務局の活動 

 

JPF 事務局では迅速な支援の開始に加え、安定した運営体制の維持・強化を図るため、各部

門においても様々な取組みを実施した。代表的な活動項目及びその内容は、以下の通り。 

 

(１)事業審査体制の改革（案件審査の迅速化） 

主な実施事項： 

2024 年度はより迅速な人道支援の実現に向け、事業の審査プロセスを全面的に見直し、主

に下記の仕組みを構築した。 

(ア) より分かりやすい申請フォームの導入 

(イ) 事業案件を「初動・即応案件」と「それ以外の緊急案件・継続案件」に整理 

(ウ) ｢初動・即応案件｣は人命に直接関わる支援分野に限り、助成額と申請期間及び事業期間

に上限を設定 

(エ) ｢初動・即応案件｣は事業申請を直接、事業審査委員会で審査 

(オ) ｢それ以外の緊急案件・継続案件｣は「事業検討専門家グループ」の意見を聴取した上で、

挙がった意見を参考に事業審査委員会が承認可否を決定 

この結果、2024 年度の「初動・即応案件」は、事業申請からおよそ 14 日前後で全ての審議

プロセスが完了しており、昨年までの所要日数およそ 40 日を大きく短縮させることができ

た。他方、「それ以外の緊急案件・継続案件」では目指すべき改善には到達していないため、

2025 年度は所要日数短縮に向け、関係組織と協働しながら分析・検証し改善に繋げていく。 

 

(２)民間寄付拡大のための取組み 

主な実施事項：  

2024 年度は幸いにも新たな大規模災害の発生が少なく、寄付を伴う新たなプログラムの立

ち上げも限定的であった。そのような中にあっても、9 月の東南アジア水害や能登半島の豪

雨に対しては、多くの寄付が寄せられた。 

能登での支援活動については、動画配信、シンポジウム、企業向け説明会、現地での物資配

布など多様な取組みを展開し、総額約 12 億円の寄付が集まり、発災後から延べ 18 団体が

計 51 の支援事業をサポートすることができた。 

企業からは資金のみならず、自社の強みを活かした物資やサービスの提供も多く、重機や渡

航手段の支援など、NGO 活動そのものへの協力も得られた。これらは発災前からの関係構

築があってこそ実現したものであり、今後も平時からの企業連携を強化し、協働の場づくり

を進めていく。 

緊急時に迅速な対応を行うには、平時から支えてくれる会員の存在が不可欠であり、会員獲
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得にも注力してきた。その結果、賛助会員・マンスリーサポーターの増加数は、開始年度以

降で過去最大となった。 

また、寄付者の利便性向上と管理業務の効率化を目的に、決済システムを刷新した。PayPay

やコンビニ決済を導入し、多様な手段での寄付を可能にした。今後も寄付したいと思ったそ

の瞬間に行動できる環境整備に努めていく。 

年度末にはミャンマー中部で地震が発生し、平時の備えの重要性を再認識させられた。人道

危機が世界的に深刻化する中、非営利セクターの役割は増している。災害に左右されない安

定的な財源や支援体制を構築し、迅速な支援を可能とする基盤づくりを今後も進めていく。 

 

(３)認知度向上のための広報活動強化 

主な実施事項：  

国内外の人道危機が深刻化する中、NGO の活動認知と共感を広げ、支援の輪を拡大するた

めの広報施策を展開してきた。 

まずは動画の活用である。能登における NGO 活動を伝えるべく、複数回にわたって現地で

撮影を行い、発災以降、計 22 本の動画を制作・配信した。これらの動画は、シンポジウム

や企業報告会等でも活用され、共感の醸成と支援促進に寄与した。また、加盟 NGO の活動

を紹介する「ソーシャルグッドタイムズ」もシリーズ化し、計 11 本を発信した。 

大きなステップと言えるのは、CNN.co.jp 共催ウェビナーの実現である。これは、NHK ニ

ュースでの能登支援に関する事務局長インタビューを契機に、大手メディア側から連携オ

ファーを受けたもので、継続的に取り組んできたメディアリレーションの成果である。また、

能登豪雨 1 か月や能登地震 1 年といった節目に合わせたタイムリーな発信も実施した。ユ

ニクロ社の衣料配布イベントやコマツ社の重機支援は、メディア露出に繋がり、広報と渉外

の相乗効果もあらわれている。 

イベントにおいては、気候変動やジェンダーなど、注目度の高いテーマで、メディア連携を

強めつつ、加盟 NGO、他機関、大学などとの多様なパートナーシップで企画を実現した。

特に、日本政府の動きに伴う、JPF 主催 WPS（女性・平和・安全保障）イベントでは、国

際女性デーと関連付けた発信や、登壇 NGO のメディア掲載も実現した。イベント後にも、

SNS でのリール動画やレポート等で効果的な発信をした。 

また、1 月にはリニューアルした JPF NEWS（メルマガ）を立ち上げ、主に約 2.5 万人の寄

付者に向け、スタッフの顔が見える親しみあるコンテンツ作りと配信に努めた。 

2024 年度は、現地取材やリアルイベントの開催、そこからのオウンドメディアによる情報

発信、継続的なメディアリレーションによる露出等、効果的な発信が確立してきた。 

25 周年を迎える来期は、JPF の認知や信頼を最大に高める契機として、発災直後からの発

信力をさらに強化し、ブランド力向上に取り組んでいきたい。 
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(４)事務局機能の向上とガバナンス強化 

主な実施事項： 

2024 年度においては、事務局機能の一層の向上とガバナンス強化を目的として、組織運営

の安定化と質の向上に取り組んだ。具体的には、業務プロセスの見直しを進め、業務の標準

化と効率化を図るとともに、DX 化推進を本格的に開始した。データの抽出、共有、活用を

含めた情報管理の一元化を進めることで、属人的な対応を排し、生産性の高い業務遂行を実

現させるべく、2025 年度も DX 化は重点事項として取組みを継続していく。また、民間資

金の更なる有効活用を実現するため、プログラム終了後の運用プロセスを再構築し、資金活

用の生産性向上に加え、説明責任を果たすための体制整備を進めた。今後は、この運用プロ

セスをベースに民間資金の運用をより効率的かつ戦略的なものへと進化させていく。ガバ

ナンス強化に関しては、業務フローと権限体系の明確化を進めることで、組織としての意思

決定の質を高めるとともに、内部統制の強化にもつながった。特に、リスク管理の観点から

は、情報の早期把握と関係者間での即時共有を徹底し、問題の未然防止や迅速な対応につな

がる体制が構築されつつある。 

 

(５)認定 NPO 法人制度における認定更新の承認取得 

主な実施事項： 

「認定 NPO 法人」の有効期間の更新については、2024 年 7 月 16 日に東京都へ申請し、

2025 年 1 月 20 日付で更新の認定がなされた（更新後の認定の有効期間は 2024 年 11 月 21

日～2029 年 11 月 20 日）。 

前回（2020 年）の認定更新時の反省を踏まえ、対象期間（2019 年度～2023 年度）に係る

提出資料等については各部門において確実に整理し、また、2023 年 12 月には都庁を事前訪

問のうえ、受入寄付金 70%基準（受領した寄付金の 70%以上が特定非営利活動事業費に充

てられていること）の考え方及び必要資料について徹底的な整理を行うなど、事前準備に万

全を期した。特に、審査に耐えうる形での資料整備を進めるにあたっては、外部専門家の助

言を受けながら精度の向上を図った。 

これらの取組みにより、審査期間中における追加照会事項への対応も円滑に行うことがで

き、結果として、前回更新時と比べて手続全体の所要期間を短縮することができた。加えて、

内部資料の整備や部門間の連携体制の見直しも行い、今後の更新申請や外部説明において

も再活用可能な形でドキュメントを体系的に蓄積したことは、組織全体のガバナンス強化

にも寄与している。 

 



特定非営利活動法人ジャパン･プラットフォーム
（単位：円）

科　　　　目 予算額 決算額 差　異 備　考
Ⅰ  事業活動収支の部

１．事業活動収入

会費収入 20,020,000 21,125,000 1,105,000

受取補助金等収入 3,975,771,000 3,898,704,347 △ 77,066,653

受取寄付金等収入 630,000,000 233,647,860 △ 396,352,140

その他の事業収入 606,000 25,637,216 25,031,216
事業活動収入計 4,626,397,000 4,179,114,423 △ 447,282,577

２．事業活動支出

事業費支出 5,120,085,000 4,660,196,467 459,888,533  

管理費支出 99,277,000 89,554,328 9,722,672  

その他の事業活動支出 0 1,961,725 △ 1,961,725

事業活動支出計 5,219,362,000 4,751,712,520 467,649,480
事業活動収支差額 △ 592,965,000 △ 572,598,097 20,366,903

Ⅱ  投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 0 0 0
２．投資活動支出

固定資産取得支出 4,290,000 2,378,800 1,911,200
投資活動支出計 4,290,000 2,378,800 1,911,200

投資活動収支差額 △ 4,290,000 △ 2,378,800 1,911,200
Ⅲ  財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

２．財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ  予備費支出 0

当期収支差額 △ 597,255,000 △ 574,976,897 22,278,103
前期繰越収支差額 1,982,484,014 1,982,484,014 0
次期繰越収支差額 1,385,229,014 1,407,507,117 22,278,103

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

収支計算書



１．収支計算書の作成の基礎

　　収支計算書は、以下に掲げる事項に留意して作成するものとする。

　　(1)　収支計算書は、事業年度における全ての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

　　(2)　収支計算書の科目は、その性質を示す適当な名称で表示するものとする。

　　(3)　収支計算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならない。なお、収支計算書に記載される予算は、最終の収支計算書と

　　　　 一致するものとする。

　　(4)　収支計算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。

　　(5)　収支計算書には、次の事項を注記するものとする。

　　　(ァ)　資金の範囲

　　　(ィ)　資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響

　　　(ゥ)　次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

　　　(ェ)　科目間の流用及び予備費の使用があった場合には、当該科目及び金額

　　　(ォ)　その他法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

　　なお、収支計算書は、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームが第24事業年度の資金収支の状況を

　　国税庁及び所轄庁に報告するために作成するものであり、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。

　　

２．資金の範囲について

　　資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、貯蔵品、立替金、前払費用、外務省供与資金、事業特定寄付金、事業用資金、

　　緊急災害支援基金、発災時等対応基金、未払金、前受金、前受会費、預り金、預り返還金、賞与引当金、仮受金、未払消費税等を含めている。

３．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 当期末残高

現金預金 724,779,498

未収会費 100,000

未収金 27,044,069

貯蔵品 151,750

立替金 14,000

前払費用 9,076,715

外務省供与資金 843,516,273

事業特定寄付金 258,926,937

事業用資金 213,133,409

緊急災害支援基金 134,949,967

発災時等対応基金 355,232,987

合計 2,566,925,605

未払金 983,610,445

前受会費 265,000

預り金 2,173,037

預り返還金 156,793,886

賞与引当金 16,576,120

合計 1,159,418,488

次期繰越収支差額 1,407,507,117

４．物品現物寄付収入を含む事業活動収入の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

金額

１．事業活動収入

( 21,125,000 )

( 3,898,704,347 )

( 236,106,420 )

( 25,637,216 )

4,181,572,983事業活動収入合計

４）その他の事業収入

収支計算書に対する注記

科目

１）会費収入

２）受取補助金等収入

３）受取寄付金等収入



特定非営利活動法人ジャパン･プラットフォーム
（単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ  資産の部

１．流動資産
現金預金 724,779,498 1,055,803,670 △ 331,024,172
未収会費 100,000 110,000 △ 10,000
未収金 27,044,069 1,966,364 25,077,705
貯蔵品 151,750 159,850 △ 8,100
立替金 14,000 14,000 0
前払費用 9,076,715 8,604,646 472,069

流動資産合計 761,166,032 1,066,658,530 △ 305,492,498
２．固定資産

(1) 特定資産
外務省供与資金 843,516,273 38,679,903 804,836,370
事業特定寄付金 258,926,937 656,855,237 △ 397,928,300
事業用資金 213,133,409 303,611,178 △ 90,477,769
緊急災害支援基金 134,949,967 97,503,162 37,446,805
発災時等対応基金 355,232,987 0 355,232,987

特定資産合計 1,805,759,573 1,096,649,480 709,110,093
(2) その他固定資産

建物付属設備 3,054,198 3,385,131 △ 330,933
什器備品 11,170,752 18,663,690 △ 7,492,938
敷金 363,000 363,000 0
保証金 5,913,600 5,913,600 0

その他固定資産合計 20,501,550 28,325,421 △ 7,823,871
固定資産合計 1,826,261,123 1,124,974,901 701,286,222
資産合計 2,587,427,155 2,191,633,431 395,793,724

Ⅱ  負債の部
１．流動負債

未払金 983,610,445 121,944,375 861,666,070
前受会費 265,000 100,000 165,000
預り金 2,173,037 3,864,993 △ 1,691,956
預り返還金 156,793,886 40,407,954 116,385,932
賞与引当金 16,576,120 14,506,674 2,069,446

流動負債合計 1,159,418,488 180,823,996 978,594,492
負債合計 1,159,418,488 180,823,996 978,594,492

Ⅲ  正味財産の部
１．指定正味財産

外務省供与資金 0 0 0
事業特定寄付金 53,857,149 557,166,925 △ 503,309,776
事業用資金 204,626,512 298,990,253 △ 94,363,741

指定正味財産合計 258,483,661 856,157,178 △ 597,673,517
（うち特定資産への充当額） (258,483,661) (856,157,178) (△ 597,673,517)

２．一般正味財産 1,169,525,006 1,154,652,257 14,872,749
（うち特定資産への充当額） (471,790,676) (114,969,795) (356,820,881)
正味財産合計 1,428,008,667 2,010,809,435 △ 582,800,768
負債及び正味財産合計 2,587,427,155 2,191,633,431 395,793,724

貸借対照表
2025年 3月31日現在
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特定非営利活動法人ジャパン･プラットフォーム

（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)

現金 手元保管 1,015,052

普通預金 普通預金 723,764,446

  三井住友銀行 麹町支店 運営資金 9,486,172

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金 119,451,346

  七十七銀行 日本橋支店 運営資金:東北事務所出納 257,368

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金:政府拠出金 384,936,454

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金:企業・団体・個人拠出金 11,902,948

  三菱UFJ銀行 本店 運営資金:事務局強化資金 174,234,464

  三菱UFJ銀行 本店 寄付・会費受入口座 1,119,724

  ゆうちょ銀行 東京事務センター 寄付金受入口 12,278,270

  三菱UFJ信託銀行 本店 一般寄付金受入口 108,521

  三菱UFJ銀行 本店 一般寄付金受入口 25,632

  三菱UFJ銀行 本店 事務局強化資金 9,963,547

未収会費 未収正会員会費及び賛助会員会費 100,000

未収金 27,044,069

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 請求済返還金 3,661,942

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 請求済返還金 10,500,316

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 請求済返還金 121,805

特定非営利活動法人メデュサン・デュ・モンド・ジャポン 請求済返還金 2,890,575

特定非営利活動法人リーチオルタナティブス 請求済返還金 4,855,544

公益社団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 請求済返還金 3,899,697

公益社団法人日本国際民間協力会 請求済返還金 91,848
麹町税務署 源泉所得税年末調整 1,022,342

　

貯蔵品 151,750

  切手＠1 在庫 50

  切手＠26 在庫 2,600

  切手＠84 在庫 8,400

  切手＠94 在庫 37,600

  切手＠100 在庫 20,000

  切手＠120 在庫 12,000

  切手＠140 在庫 14,000

  切手＠210 在庫 21,000

  切手＠290 在庫 14,500

  切手＠320 在庫 16,000

  収入印紙＠400 在庫 3,600

  収入印紙＠1000 在庫 2,000

立替金 14,000

  社宅 職員1名 社宅家賃(東京)居住者負担分 14,000

前払費用 9,076,715

東京労働局 雇用保険精算2024概算額 3,120,519

安田不動産株式会社 事務局賃料ほか(引落):麹町GN安田ビル4F　2025/04 1,271,336

インターナショナルエスオーエスジャパン株式会社
ISOSメンバーシップフィー:コンプリヘンシブ･アクセスメンバーシップ
2025 04/01-12/31

1,082,896

富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 楽楽精算PCA更新ライセンス（50ユーザー）2025/04/01～2026/01/31等 719,310

ウチダスペクトラム株式会社
Creative Cloud for teams complete Renewal 1 User Level 2 10 - 49
2025/4/1-2025/11/15等

540,724

株式会社SmartHR 人事労務システム2025年度利用料  2025/04/01-2025/10/31 492,211

株式会社セールスフォース・ジャパン Salesforce 年間利用料 2025/04/01～2025/10/21 345,269

日本マイクロソフト株式会社
Microsoftoffice365 E3利用 年間サブスク 年間利用料 2025/04/01～
2025/9/11

255,624

日本マイクロソフト株式会社 Microsoftoffice365　EMS3　利用年間サブスク2025/04/01～2026/01/17 210,144

Sansan株式会社 Sansanraライセンス利用料（年額）2024/03/31-2026/01/31 193,660

Zoom Video Communications Inc Zoom年間サブスクリプション利用料2025/04/01～2026/03/25等 185,126

その他 17件 659,896

761,166,032
(固定資産)

  特定資産

外務省供与資金 普通預金 843,516,273

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2024年度政府支援金(当初予算) 104,921,109

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2024年度政府支援金(補正予算) 608,305,125

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2018年度政府支援金(返還金) 3,300

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2019年度政府支援金(返還金) 3,300

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2020年度政府支援金(返還金) 17,213,998

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2021年度政府支援金(返還金) 29,005,134

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2022年度政府支援金(返還金) 81,726,741

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2023年度政府支援金(返還金) 1,980,056

  三菱UFJ銀行 本店 外務省2024年度政府支援金(返還金) 357,510

事業特定寄付金 普通預金 258,926,937

  三菱UFJ銀行 本店 寄付・会費受入口座 493,332

  三菱UFJ銀行 本店 東日本大震災被災者支援(福島支援） 34,385

  三菱UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道危機対応支援2019 77,588

  三菱UFJ銀行 本店 イエメン人道危機対応支援2019 67,007

  三菱UFJ銀行 本店 南スーダン難民緊急支援2019 54,002

  三菱UFJ銀行 本店 イラク・シリア人道危機対応支援2019 592,042

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー避難民人道支援2019 19,789

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー人道危機(2021)プログラム 7,132,628

  三菱UFJ銀行 本店 ウクライナ人道危機対応支援 21,013,937

  三菱UFJ銀行 本店 トルコ南東部地震被災者支援2022 1,236,771

  三菱UFJ銀行 本店 パレスチナ・ガザ人道支援 7,324,536

  三菱UFJ銀行 本店 令和6年能登半島地震被災者支援 204,450,347

  三菱UFJ銀行 本店 令和6年能登半島地震被災者支援(別管理口座) 14,701,010

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー中部地震被災者支援 1,729,563

事業用資金 普通預金 213,133,409

  三菱UFJ銀行 本店 休眠預金等活用事業2021防災減災 18,812,781

  三菱UFJ銀行 本店 休眠預金等活用事業2021緊急支援 18,886,204

  三菱UFJ銀行 本店 休眠預金等活用事業2023防災減災 9,139,748

財産目録
2025年3月31日現在

貸借対照表科目

  流動資産合計



  三菱UFJ銀行 本店 休眠預金等活用事業2023活動支援 8,279,431

  三菱UFJ銀行 本店 休眠預金等活用事業2024防災減災 52,685,572

  三菱UFJ銀行 本店 パレスチナ･ガザ人道支援モニタリング事業② 14,112

  三菱UFJ銀行 本店 イエメン人道危機対応支援評価事業2022 873,765

  三菱UFJ銀行 本店 イラク･シリア人道危機対応プログラム個別事業評価2022 449,090

  三菱UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道危機対応評価事業2022 307,000

  三菱UFJ銀行 本店 南ｽｰﾀﾞﾝ難民緊急支援対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2022 1,386,713

  三菱UFJ銀行 本店 ウクライナ人道危機対応個別評価2022 9,186,275

  三菱UFJ銀行 本店 食糧危機対応モニタリング評価事業 8,246,722

  三菱UFJ銀行 本店 アフガニスタン人道危機対応評価事業2023 674,088

  三菱UFJ銀行 本店 イラク・シリア人道危機対応プログラム個別事業評価2023 9,450,770

  三菱UFJ銀行 本店 ウクライナ人道危機対応プログラム個別事業評価2023 19,959,060

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー人道危機対応プログラム個別事業評価2023 4,933,703

  三菱UFJ銀行 本店 イエメン人道危機対応支援評価事業2023 2,224,750

  三菱UFJ銀行 本店 令和元年台風被災者支援(台風15号、台風19号)プログラム評価事業 341,120
  三菱UFJ銀行 本店 新型コロナウイルス対策緊急支援プログラム評価事業 47,000

  三菱UFJ銀行 本店 福島における地元主体の支援活動体制構築（2年度目） 3,409,450

  三菱UFJ銀行 本店 南ｽｰﾀﾞﾝ難民緊急支援対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ評価2024 6,300,000

  三菱UFJ銀行 本店 イラク・シリア人道危機対応プログラム評価2024 7,800,000

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー避難民人道支援プログラム評価2024 10,300,000

  三菱UFJ銀行 本店 ウクライナ人道危機対応プログラム評価2024 8,500,000

  三菱UFJ銀行 本店 ミャンマー人道危機対応プログラム評価2024 4,300,000

  三菱UFJ銀行 本店 福島における地元主体の支援活動体制構築（3年度目） 6,626,055

緊急災害支援金 普通預金 134,949,967

  三菱UFJ銀行 本店 緊急災害支援基金受入口 125,881,711

  三井住友銀行 麹町支店 緊急災害支援基金(海外)受入口 9,068,256

発災時等対応基金 普通預金 355,232,987

  三菱UFJ銀行 本店 海外発災時等対応基金 305,232,987

  三菱UFJ銀行 本店 国内発災時等対応基金 50,000,000

  その他固定資産

建物付属設備 事務所造作費用一式 事務局運営 3,054,198

什器備品 事務用機器一式 事務局運営 11,170,752

敷金 東北事務所、社宅(仙台･福島･東京) 363,000

保証金 本部事務所保証金、東北事務所保証金 5,913,600

1,826,261,123

2,587,427,155

(流動負債)

未払金 983,610,445

事業費:助成活動 917,666,174

事業費:休眠預金等活用事業 4,908,265

事業費:支援活動 3,397,289

事業費:連携調整 29,479,622

事業費:緊急初動調査 19,551,464

管理費 8,607,631

前受会費 265,000

2025年度賛助会員会費 265,000

預り金 2,173,037

職員/取引先 源泉所得税 598,023

職員 住民税 528,600

職員 社会保険料 1,046,414

預り返還金 156,793,886

外務省2020年度政府支援金(返還金) 17,213,998

外務省2021年度政府支援金(返還金) 29,028,274

外務省2022年度政府支援金(返還金) 93,586,210

外務省2023年度政府支援金(返還金) 16,119,174

外務省2024年度政府支援金(返還金) 357,510

休眠預金等活用事業 482,120

外務省2018年度2019年度政府支援金(固定資産売却に伴う返還金) 6,600

賞与引当金 16,576,120

16,576,120

1,159,418,488

1,159,418,488

1,428,008,667

2,587,427,155

    正味財産

負債及び正味財産合計

  固定資産合計

    資産合計

  流動負債合計

    負債合計



１．財産目録の作成の基礎
　　財産目録は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

財産目録に対する注記



１．財務諸表等の作成の基礎

　　財務諸表等は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

２．重要な会計方針

    (1)  固定資産の減価償却の方法

　　　　 ①有形固定資産

　法人税法の規定に基づく定率法による。

　平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法による。

　　　　 ②無形固定資産

　法人税法の規定に基づく定額法による。

    (2)  引当金の計上基準

　　　　 ①貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

 　　　　　回収不能見込額を計上している。

　　　　 ②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

    (3)  消費税等の会計処理

　　　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

    (4)  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

　　　　 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

３．会計方針の変更

　　該当事項はない。

４．表示方法の変更

　　該当事項はない。

５．特定資産の増減額及びその残高

    特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

外務省供与資金 38,679,903 3,939,402,203 3,134,565,833 843,516,273

事業特定寄付金 656,855,237 315,392,055 713,320,355 258,926,937

事業用資金 303,611,178 226,492,802 316,970,571 213,133,409

緊急災害支援金 97,503,162 66,841,207 29,394,402 134,949,967

発災時等対応基金 0 400,000,000 44,767,013 355,232,987

1,096,649,480 4,948,128,267 4,239,018,174 1,805,759,573

６．特定資産の財源等の内訳

    特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

当期末残高 (うち指定正味財産
からの充当額)

(うち一般正味財産から
の充当額)

(うち負債に
対応する額)

特定資産

外務省供与資金 843,516,273 0 0 (843,516,273)

事業特定寄付金 258,926,937 (53,857,149) (629,848) (204,439,940)

事業用資金 213,133,409 (204,626,512) (529,338) (7,977,559)

緊急災害支援金 134,949,967 0 (134,949,967) 0

発災時等対応基金 355,232,987 0 (335,681,523) (19,551,464)

1,805,759,573 (258,483,661) (471,790,676) (1,075,485,236)

0

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

    固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他の固定資産

　建物付属設備 5,693,080 2,638,882 3,054,198

　什器備品 39,306,893 28,136,141 11,170,752

44,999,973 30,775,023 14,224,950

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
当期末残高のうち、

指定正味財産（事業用資
金）への振替額

貸借対照表上の記載区分

外務省 123,114,556 2,014,436,366 1,351,312,893 786,238,029 82,987,670 指定正味財産
流動負債

外務省 0 1,760,000,000 1,617,001,983 142,998,017 0 一般正味財産
流動負債

JANPIA 185,167,793 124,267,981 202,161,376 107,274,398 102,642,290 指定正味財産
流動負債

308,282,349 3,898,704,347 3,170,476,252 1,036,510,444 185,629,960

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

金額

1,977,236,366

634,850,616

256,031,866

76,125,122

2,944,243,970

１０．キャッシュ･フロー計算書関係

    (1)  現金及び現金固定資産の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末 当期末

現金預金勘定 1,055,803,670 724,779,498

特定資産勘定 1,096,649,480 1,805,759,573

現金及び現金同等物 2,152,453,150 2,530,539,071

    (2)  重要な非資金取引

    　　 現物により寄付を受け入れた金額が、2,458,560円ある。

　

１１．その他

指定正味財産に計上している事業用資金204,626,512円は、当団体が評価・モニタリング等を行う支援事業用の資金として管理するために

寄付者等の意思により課せられた制約の範囲内で外務省供与資金と事業特定寄付金から振り替えた資金と、民間助成金から振り替えた資金である。

振り替えられている資金の内訳は外務省供与資金82,987,670円、事業特定寄付金18,996,552円、民間助成金102,642,290円である。

科      目

財務諸表に対する注記

科      目

合      計

科      目

合      計

合      計

補助金等の名称

合計

内容

経常収益への振替額

外務省供与資金

外務省供与資金

運営資金等振替額

合計

内容

受取事業用資金振替額

受取外務省供与資金振替額

受取事業特定寄付金振替額

受取休眠預金等活用事業助成金



書式第１８号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

令和6年度年間役員名簿 （前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

１ 確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）

☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２ 役員一覧

役 名
どちらかに○

（フリガナ） 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
（該当者のみに記入）氏 名

1 理事・監事

ｳｴｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日上島 安裕

2 理事・監事

ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日秋元 義孝

3 理事・監事

ｷﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日金原 主幸

4 理事・監事

ｸﾜﾅ ﾒｸﾞﾐ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日桑名 恵

5 理事・監事

ｲｶﾜ ﾓﾄﾐﾁ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日井川 紀道

6 理事・監事

ｴﾃﾞｨ ﾐｻｵ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日エディ 操

7 理事・監事

ｵｼﾀﾞﾘ ｹﾝﾛｳ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日忍足 謙朗

8 理事・監事

ｶﾂﾏﾀ ﾋﾃﾞｺ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日勝又 英子

9 理事・監事

ｸﾆｲ ｵｻﾑ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日國井 修

10 理事・監事

ｸｸﾞ ﾖｼｺ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日
久具 佳子

(古城 佳子)



書式第１８号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

役 名
どちらかに○

（フリガナ） 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
（該当者のみに記入）氏 名

11 理事・監事

ｻﾄｳ ｼｮｳ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日佐藤 抄

12 理事・監事

ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日鈴木 昭紀

13 理事・監事

ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日濱田 敬子

14 理事・監事

ﾎﾘﾊﾞ ｱｷｺ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日堀場 明子

15 理事・監事

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾀｶ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日田中 英隆

16 理事・監事

ﾖｼﾀｹ ﾊｼﾞﾒ 令和 6年 5 月 31 日

～

令和 7年 3 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日吉武 一

17 理事・監事
ﾅｶﾞｲ ｼｭｳｻｲ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 6年 5 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日永井 秀哉

18 理事・監事
ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 6年 5 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日
杉本 宏美

(天花寺 宏美)

19
理事・監事 ﾎﾘｴ ﾖｼｱｷ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 6年 5 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日堀江 良彰

20 理事・監事
ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 6年 5 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日石川 光

21
理事・監事

ｼﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 令和 6年 4 月 1 日

～

令和 6年 5 月 31 日

年 月 日

～

年 月 日品田 和之



書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

氏 名

１ 石崎 登

２ 出原 充浩

３ 岩崎 政孝

４ 永野 諭

５ 村尾 信尚

６ 吉田 聡

７ 永井 秀哉

８
オムロン株式会社
執行役員社長 CEO 辻永順
太

９
特定非営利活動法人CWS J
pan
理事長 小海 光

10

特定非営利活動法人ワール

ド・ビジョン・ジャパン

理事長 片山 信彦

11

設立・事業報告用


